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補助対象事業等
　新たなビジネス展開をするための「新分野展
開」「業態転換」「事業・業種転換」「事業再編」等、
事業を再構築するために必要な取り組みとして、
自社または自身の売上を向上させるための事業
を令和４年３月から８月までの間に３カ月以上
継続してチャレンジ（試行）するもの。
【補助対象経費の具体例】
　・商品の原材料費
　・試作品作成材料費
　・教育訓練、研修費
　・５万円以下の物品購入
　　※�物品については、原則として賃借
　・店舗等の物件賃借料
　・広告宣伝費
　・看板等の設置費用
　・チェーン店加盟料
　・ＥＣサイト手数料
　・取引手数料　など

補助限度額

　27万円以内
　（補助率：10分の９以内）
補助対象者
　中小企業者等で、市内に事業所を有し、市の
住民基本台帳に記録されている個人および市内
に本店の住所の登記がある法人
※�本補助対象事業において、国、県等の補助制
度により補助金等の交付を受けているまたは
受ける見込みがある方は対象外。

申請締切　３月25日（金）
　（受付）９：00～17：00�※土日・祝日を除く。
その他　
　申請の受け付けは、予算に達した時点で終了。
　　　　　　　　　　◎問い合わせ・申請先…
　　　　　　　　　　　商工課商工振興係
　　　　　　　　　　　☎（55）5120
　　　　　　　　　　　　　　　　  Fax（22）8533

　
二
本
松
商
工
会
議
所
で
は
、「
10
％
お
得
!!
コ
ロ
ナ
を
共
に
乗
り
越
え

よ
う
！　
生
活
応
援
・
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
販
売　
発
行
総
額
３
，
３

０
０
万
円
！　
が
ん
ば
ろ
う
二
本
松　
二
本
松
市
共
通
商
品
券
」を
販
売

し
ま
す
。

「新分野
　　展開」 ～新ビジネス展開促進事業チャレンジ補助金～

新たなビジネスの展開へ

「事業再編」

「事業・
  業種転換」

「業態転換」

生
活
応
援
・
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
販
売

商
品
券
の
内
容

　
１
セ
ッ
ト
１
０
０
０
円
券
11
枚

（
１
万
１
千
円
分
）を
１
万
円
で
販

売
。

※ 

１
人
に
つ
き
最
大
５
セ
ッ
ト
ま

で
購
入
可
能
。

商
品
券
の
使
用

　
市
内
の
加
盟
店（
詳
細
は
折
り

込
み
チ
ラ
シ
ま
た
は
商
工
会
議
所

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
掲
載
）に
お
い

て
無
期
限
で
使
用
可
能
。

　
な
お
、
各
種
金
券
、
公
共
料
金

等
の
支
払
い
に
は
使
用
で
き
ま
せ

ん
。

申
込
方
法

　

必
要
事
項（
購
入
セ
ッ
ト
数
、

郵
便
番
号
、
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、

電
話
番
号
、
当
選
さ
れ
た
場
合
の

来
所
時
期
）を
往
復
は
が
き
に
記

入
の
上
、
下
記
ま
で
郵
送
し
て
く

だ
さ
い
。
予
定
数
を
超
え
た
場
合

は
抽
選
と
な
り
ま
す
。

※ 

二
本
松
市
民
限
定
の
販
売
と
な

り
ま
す
。

申
込
期
間

　
３
月
６
日（
日
）～
12
日（
土
）

　
（
当
日
消
印
有
効
）

※ 

詳
し
く
は
３
月
６
日（
日
）の
折

り
込
み
チ
ラ
シ
ま
た
は
商
工
会

議
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
会
議
所

ニ
ュ
ー
ス
等
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
…

　
二
本
松
商
工
会
議
所

　
（
〒
９
６
４
‐
８
５
７
７

　

  

本
町
一
丁
目
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‐
１
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２
１
１



Ｐick up

9 Nihonmatsu City Public Relations, 2022.3, Japan

副
市
長
、
各
行
政
委
員
を
紹
介
し
ま
す

住
民
税
非
課
税
世
帯
等
へ

臨
時
特
別
給
付
金

支
給
額　
10
万
円

支
給
世
帯

・ 

基
準
日（
令
和
３
年
12
月
10
日
）

に
お
い
て
、
令
和
３
年
度
分
の

住
民
税
均
等
割
が
非
課
税
で
あ

る
世
帯（
住
民
税
非
課
税
世
帯
）

 

※ 

た
だ
し
、
住
民
税
が
課
税
さ
れ

て
い
る
者
の
扶
養
親
族
等
の
み

か
ら
な
る
世
帯
を
除
く
。

・ 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
を
受
け
て
家
計
が
急
変

し
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
と
同

様
の
事
情
に
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
世
帯

申
請
方
法

　
市
か
ら
送
付
さ
れ
て
い
る
確
認

書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
同

封
の
返
信
用
封
筒
に
よ
り
返
送
し

て
く
だ
さ
い
。

提
出
期
限　
３
月
22
日（
火
）

※ 

家
計
が
急
変
し
た
世
帯
に
つ
い

て
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
ま
た

は
福
祉
課（
市
役
所
１
階
）に
備

え
付
け
の
申
請
書
に
必
要
事
項

を
記
入
の
上
、
必
要
書
類
を
添

え
て
下
記
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

住
民
税
非
課
税
世
帯
へ

暖
房
用
灯
油
購
入
費
等
助
成

金支
給
額　
５
千
円

支
給
世
帯

　
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
う
ち
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
世
帯

・ 

65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
で
構

　
成
さ
れ
る
世
帯

・
障
が
い
者
世
帯

・
ひ
と
り
親
世
帯

・ 
障
害
年
金
受
給
者
の
属
す
る
世

帯
・ 

指
定
難
病
医
療
費
受
給
者
の
属

す
る
世
帯

・ 

特
別
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
の

属
す
る
世
帯

・ 

要
介
護
４
ま
た
は
５
の
認
定
を

受
け
た
者
の
属
す
る
世
帯

※ 

た
だ
し
、
住
民
税
が
課
税
さ
れ

て
い
る
者
の
扶
養
親
族
等
の
み

か
ら
な
る
世
帯
お
よ
び
生
活
保

護
受
給
世
帯
を
除
く
。

申
請
方
法

　
臨
時
特
別
給
付
金
の
支
給
対
象

者
の
う
ち
、
住
民
税
非
課
税
世
帯

に
つ
い
て
は
、
確
認
書
の
提
出
を

も
っ
て
申
請
が
あ
っ
た
も
の
と
み

な
し
ま
す
。

確
認
書
の
提
出
期
限

　
３
月
22
日（
火
）

※ 

確
認
書
の
提
出
期
限
を
過
ぎ
た

場
合
、
暖
房
用
灯
油
購
入
費
等

助
成
金
が
支
給
で
き
な
く
な
り

ま
す
。

※ 

令
和
３
年
１
月
２
日
以
降
に
本

市
へ
転
入
し
た
方
の
属
す
る
世

帯
に
つ
い
て
は
、
転
入
し
た
方

全
員
の
令
和
３
年
度
市
町
村
民

税
非
課
税
証
明
書
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

そ
の
他

　
障
害
年
金
受
給
者
の
属
す
る
世

帯
お
よ
び
指
定
難
病
医
療
費
受
給

者
の
属
す
る
世
帯
に
つ
い
て
は
、

本
市
に
お
い
て
対
象
者
を
把
握
で

き
ま
せ
ん
。

　
こ
れ
ら
に
該
当
す
る
場
合
は
、

確
認
書
の
提
出
と
は
別
に
、「
住

民
税
非
課
税
世
帯
に
対
す
る
暖
房

用
灯
油
購
入
費
等
助
成
金
支
給
申

請
書
」の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

※ 
申
請
書
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先
…

　
福
祉
課
地
域
福
祉
係

　
☎（
24
）５
０
６
３

　
Fax（
22
）１
５
４
７

【
行
政
委
員
会
の
役
割
】　
教
育
委
員
会
な
ど
の
行
政
委
員
会
は
、
市
長
か
ら
独
立
し
た
機
関

　
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
務
を
管
理
・
執
行
し
ま
す
。

教�

育
委
員
会
　
地
域
の
学
校
教
育
、
社
会
教
育
、
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
等
に
関
す
る
事
務
を
担

当
す
る
機
関
と
し
て
、
教
育
行
政
に
お
け
る
重
要
事
項
や
基
本
方
針
を
決
定
し
ま
す
。

監�

査
委
員
　
市
が
行
う
さ
ま
ざ
ま
な
事
務
事
業
に
つ
い
て
、
各
種
法
令
等
に
基
づ
き「
正
し
い

事
務
処
理
が
さ
れ
て
い
る
か
」「
効
率
的
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
」を
監
査
し
ま
す
。

選�
挙
管
理
委
員
会
　
市
議
会
の
議
員
お
よ
び
長
の
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
し
、
ま
た
、

全
て
の
選
挙
に
つ
い
て
投
開
票
を
行
い
ま
す
。
選
挙
人
名
簿
の
作
成
や
管
理
も
行
い
ま
す
。

副市長
齋
さいとう

藤 源
げ ん じ ろ う

次郎（湯川町）
教育委員会委員

佐
さ と う

藤 英
ひでゆき

之（安達ヶ原）

　
市
議
会
12
月
定
例
会
に
お
い
て

選
任
等
に
つ
い
て
の
同
意
が
得
ら

れ
、
副
市
長
、
教
育
委
員
会
委
員
、

監
査
委
員
が
選
ば
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

が
選
挙
で
選
ば
れ
、
委
員
会
に
お

い
て
委
員
長
等
が
決
定
さ
れ
ま
し

た
。

　
就
任
さ
れ
た
方
々
を
ご
紹
介
し

ま
す
。（
敬
称
略
）

監査委員
守
もりおか

岡 健
け ん じ

次（舘野）

選挙管理委員会委員長職務代理者
菅
す げ の

野 善
よしあき

昭（南町）
選挙管理委員会委員

桑
くわばら

原 恒
つ ね お

雄（小浜）
選挙管理委員会委員

佐
さ と う

藤 克
か つ お

男（油井）
選挙管理委員会委員長

平
ひらたて

舘 泉
いずみ
（根崎）


